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第２９５回

長崎県北部海区漁業調整委員会議事録

令和５年８月１７日（木）

於 ：県北振興局天満庁舎２階Ａ会議室

（佐世保市）
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第２９５回長崎県北部海区漁業調整委員会議事録

１． 開催日時    令和５年８月１７日（木） １４時００分 ～ １６時００分

２． 通知年月日   令和５年８月４日（火）

３． 公示年月日  令和５年８月４日（火）

４． 公示の場所   総務文書課、各振興局並びに関係各市町と関係各漁協に公示の依頼

を行った。

５． 開催場所    県北振興局 天満庁舎 ２階Ａ会議室 佐世保市天満町１－２７

６． 出席委員    安永光幸、浦田和男、大久保照享、志水正司、髙平真二、吉浦英男、

片岡一、山中兵惠、中山等、後藤正喜、豊増見喜雄、中原康壽、田添伸、

萬屋隆則

７． 欠席委員   溝口悦雄

８． 出 席 者     委員会事務局     琴岡局長、笹山次長、前川係長、青木書記

             貞松係長（壱岐駐在）  

９． 議  案

   ・第１号議案 新規の漁業許可に係る制限措置等の公示及び許可の有効期間について（諮問）

・第２号議案 共同漁業、定置漁業及び区画漁業の免許について（諮問）

・その他   

１０． 議  事

開 会 １４：００

事務局長

（１４時００分 開始）

ただいまより、第２９５回 長崎県北部海区漁業調整委員会を開催いたします。

改めまして、事務局長の琴岡でございます。よろしくお願いいたします。

初めに、本日の出席委員についてご報告いたします。本日は、溝口委員が欠席で
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会長

事務局長

会長

事務局

すが、１４名の委員に出席いただいておりますので、本委員会は成立いたします。

それでは、はじめに山中会長よりご挨拶をお願いいたします。

（挨拶）

ありがとうございました。

それでは、以降の進行を山中会長にお願いいたします。

それでは、議事に入る前に、本日の議事録署名人を指名します。

本日の議事録署名人は、「吉浦委員」と「萬屋委員」にお願いします。

本日の議題はお手元の資料のとおり、

・第１号議案 新規の漁業許可に係る制限措置等の公示及び許可の有効期間につい

て（諮問）

・第２号議案 共同漁業、定置漁業及び区画漁業の免許について（諮問）

・その他

となっております。

それでは、第１号議案「新規の漁業許可に係る制限措置等の公示及び許可の有効

期間について（諮問）」を上程します。事務局の説明を求めます。

（諮問文朗読、資料説明）

○新規許可に係る制限措置等の公示内容について説明

・小型いかつり漁業（県外）

現在の漁業許可期間が令和５年１１月３日に満了する。

許可又は起業の認可をすべき船舶等の数は全道県合計で１６７隻。

県外許可は有効期間が１年、陸揚港が県に指定されている。
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会長

各委員

会長

各委員

会長

会長

事務局

ただいま、説明がありましたが。何かご質問等はございませんか。

ありません。

ご質問等もないようですので、諮問原案どおり公示する内容及び許可の有効期間を

定めて差し支えない旨、答申することにご異議ございませんか。

異議なし。

ご異議もないようですので、第１号議案「新規の漁業許可に係る制限措置等の公示

及び許可の有効期間について（諮問）」は、諮問原案どおり公示する内容及び許可の

有効期間を定めて差し支えない旨、答申することに決定いたしました。

続きまして、第２号議案「共同漁業、定置漁業及び区画漁業の免許について（諮問）」

を上程します。

事務局の説明を求めます。

（経緯説明）

これまでの委員会においても説明させていただいているとおり、本県の現行の漁業権

の免許は、共同、定置、区画のいずれにつきましても今月末の８月３１日をもって期限

が終了となります。そのため、９月１日以降の新規免許に向けて準備を進めてきたとこ

ろであり、本年３月、各漁業調整委員会に新規免許の具体的な内容である漁場計画の

「案」について諮問させていただき、問題がない旨の答申をいただいております。その

結果を踏まえて、本年３月３１日付けの長崎県告示第２５７号で「漁場計画」及び関連す

る申請手続き等について公示を行い、７月１４日を期限に新規免許の申請を受け付け
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会長

各委員

会長

てまいりました結果、後ほど説明しますとおり、免許申請がなされ、今般、これらの免許

に対する諮問があっております。

（諮問文朗読）

それでは、各漁業の免許申請概要について、説明します。

共同漁業に関する概要としましては、県北海区５６件の漁場計画に対し、同じく５６件

の申請がありました。共同漁業権については、その性格上いずれも地元の漁業協同組

合からの申請であり、複数の漁協による共同申請も７件ありました。定置漁業に関する

概略としましては、県北海区８件の漁場計画に対し、同じく８件の申請がありました。

区画漁業に関する概略としましては、県北海区４０２件の漁場計画に対し、３９４件の申

請がありました。

共同・定置・区画のいずれについても競願はありませんでした。

ここで、免許審査方法について説明します。

今回の免許申請については、競願はありませんので、申請者の適格性について審査

し、免許することについての答申を決定していただくことになります。また、審査方法に

ついては、共同、定置、区画の漁業権に分けて行うこととし、それぞれ事務局から説明

を行った後、関係漁協毎に答申を決定していただく、という方法で進めさせていただけ

ればと考えております。

ただいま説明がありましたが、何かご意見はございませんか。

ありません。

他に意見も無いようですので、第２号議案の審査方法については、事務局提案のと

おり、共同、定置、区画の漁業権に分けて行い、それぞれ事務局から説明を行った

後、関係漁協毎に答申を決定することとします。

共同漁業権の免許申請について、事務局より説明をお願いします。
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事務局

事務局

事務局

お手元の別添資料１は漁場計画に免許申請者を追加したものとなります。表紙にあ

りますとおり、１ページから５６ページが共同漁業権、５７ページから６０ページが定置漁

業権、６１ページから２６２ページが区画漁業権となっております。具体的な免許申請に

ついては、本体資料１５ページからの「免許審査表」に沿って説明させていただきま

す。また、別添資料２ として、漁業権連絡図を配布しておりますので、必要に応じてご

覧いただくようお願いいたします。

本体資料の１５ページをご覧ください。左欄から順に、漁場計画番号、申請者、受付

番号、受理年月日を記載しております。添付書類の欄には提出があった書類に○印を

付けています。組合総会の欄には、正組合員の出席状況と特別議決に必要な議決数

を記載しております。地元（関係）地区内の沿岸漁業者の欄は、共同漁業又は区画漁

業権の新規漁場の場合に必要となる３分の２の沿岸漁業者世帯数を記載しておりま

す。地元（関係）地区内の当該漁業者の欄は、区画漁業権のうち継続漁場の場合に必

要となる３分の２の当該漁業者世帯数を記載しております。水産業協同組合法第１７条

第１項の要件は、組合自営の場合に必要な常時従事者の世帯数を記載しております。

最後になりますが、一番右の欄は、組合自営を行うには定款への規定が必要であるの

で、その有無を記載しております。

それでは、共同漁業権免許申請について説明します。北共計第１号に対し、佐世保

市相浦漁協外１名（佐世保市漁協との共同）から免許申請があっており、免許申請に

必要な書類、申請に至る手続きや、総会における正組合員の議決数が出席正組合員

の３分の２を超えていること、また地元（関係）地区における当該漁業者の世帯数など

法的に必要な要件を満たしております。次の北共計第２号以降のすべての申請につい

ても、いずれも、漁業法等関連する法的要件は満たしております。つきましては、以

降、漁協毎に申請があった漁場計画番号を読み上げさせていただきます。
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佐世保市相浦漁協からは、北共計第２号に対して申請がありました。

九十九島漁協からは、北共計第３から６号に対して申請がありました。

新松浦漁協からは、北共計第７から１３号に対して申請がありました。

大島村漁協からは、北共計第１４から１５号に対して申請がありました。

平戸市漁協からは、北共計第１６から１７号、第２１から２３号、第２７から３０号、第３３号

に対して申請がありました。

中野漁協からは、北共計第１８号、第３１から３２号に対して申請がありました。

志々伎漁協からは、北共計第１９から２０号、第２４号、第２６号に対して申請がありまし

た。

平戸市漁協、志々伎漁協、佐世保市相浦漁協から共同で、北共計第２５号に対して申

請がありました。

生月漁協、舘浦漁協から共同で、北共計第３４号に対して申請がありました。

宇久小値賀漁協からは、北共計第３５から４２号に対して申請がありました。

勝本町漁協からは、北共計第４３号に対して申請がありました。

勝本町漁協、箱崎漁協、壱岐東部漁協、石田町漁協、郷ノ浦町漁協から共同で、北共

計第５６号に対して申請がありました。

箱崎漁協からは、北共計第４５号に対して申請がありました。

箱崎漁協、勝本町漁協、壱岐東部漁協から共同で、北共計第４４号に対して申請があ

りました。

壱岐東部漁協からは、北共計第４６号、第５３号に対して申請がありました。

壱岐東部漁協、石田町漁協から共同で、北共計第５４から５５号に対して申請がありま

した。

石田町漁協からは、北共計第４７から４９号に対して申請がありました。

郷ノ浦町漁協からは、北共計第５０から５２号に対して申請がありました。
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会長

各委員

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

以上、県北部海区において免許申請がなされた５６件の説明を終了いたします。

共同漁業権免許申請について説明が終了しましたが、何かご質問等ございませんか。

ありません。

ほかにご質問等もないようですので、関係漁協毎に答申を決定します。

まずは佐世保市相浦、佐世保市漁協関係分、北共計第１号、第２号について、諮問原

案どおり免許することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第１号、第２号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申するこ

とを決定します。

次に、九十九島漁協関係分、北共計第３から６号について、諮問原案どおり免許する

ことにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第３から６号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申すること

を決定します。

次に、新松浦漁協関係分、北共計第７から１３号について、諮問原案どおり免許するこ

とにご異議ございませんか。
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各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

各委員

異議なし

北共計第７から１３号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申するこ

とを決定します。

次に、大島村漁協関係分、北共計第１４から１５号について、諮問原案どおり免許する

ことにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第１４から１５号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申する

ことを決定します。

次に、平戸市漁協関係分、北共計第１６から１７号、第２１から２３号、第２７から３０号、

第３３号について、諮問原案どおり免許することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第１６から１７号、第２１から２３号、第２７から３０号、第３３号については、諮問原

案どおり免許して差し支えない旨答申することを決定します。

次に、中野漁協関係分、北共計第１８号、第３１から３２号について、諮問原案どおり免

許することにご異議ございませんか。

異議なし
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会長

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

北共計第１８号、第３１から３２号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨

答申することを決定します。

次に、志々伎漁協関係分、北共計第１９から２０号、第２４号、第２６号について、諮問

原案どおり免許することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第１９から２０号、第２４号、第２６号については、諮問原案どおり免許して差し支

えない旨答申することを決定します。

次に、平戸市、志々伎、佐世保市相浦漁協関係分、北共計第２５号について、諮問原

案どおり免許することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第２５号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、生月、舘浦漁協関係分、北共計第３４号について、諮問原案どおり免許すること

にご異議ございませんか。

異議なし

北共計第３４号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。
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会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

次に、宇久小値賀漁協関係分、北共計第３５から４２号について、諮問原案どおり免許

することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第３５から４２号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申する

ことを決定します。

次に、勝本町漁協関係分、北共計第４３号について、諮問原案どおり免許することにご

異議ございませんか。

異議なし

北共計第４３号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、勝本町、郷ノ浦町、箱崎、壱岐東部、石田町漁協関係分、北共計第５６号につ

いて、諮問原案どおり免許することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第５６号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、箱崎漁協関係分、北共計第４５号について、諮問原案どおり免許することにご異
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各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

議ございませんか。

異議なし

北共計第４５号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、箱崎、勝本町、壱岐東部漁協関係分、北共計第４４号について、諮問原案どお

り免許することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第４４号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、壱岐東部漁協関係分、北共計第４６号、第５３号について、諮問原案どおり免許

することにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第４６号、第５３号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申す

ることを決定します。

次に、壱岐東部、石田町漁協関係分、北共計第５４から５５号について、諮問原案どお

り免許することにご異議ございませんか。
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各委員

浦田委員

事務局

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

異議なし

質問があります。５３号は壱岐東部漁協の漁業権でその外側にある５４号は壱岐東部と

石田町漁協の共有権がありますが、これはどうなっていますか。

５３号も５４号も両方とも共同漁業権です。

５３号は漁業種類が第１種あまのり、かじめ、てんぐさ、ひじき、ふのり、わかめ、あわび、

さざえ、とこぶし、うに、えむし、たこ、なまこ漁業に、５４号は第２種雑魚磯刺網漁業に

対しての漁業権となります。５３号は壱岐東部漁協の共同漁業権、５４号は壱岐東部、

石田町の共有の共同漁業権になります。

他に質問はありませんか。

ありません。

北共計第５４から５５号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申する

ことを決定します。

次に、石田町漁協関係分、北共計第４７から４９号について、諮問原案どおり免許する

ことにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第４７から４９号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申する

ことを決定します。
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会長

各委員

会長

会長

事務局

次に、郷ノ浦町漁協関係分、北共計第５０から５２号について、諮問原案どおり免許す

ることにご異議ございませんか。

異議なし

北共計第５０から５２号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申する

ことを決定します。

以上で共同漁業権の免許申請にかかる審議及び答申決定を終了します。

次に、定置漁業権の免許申請について、事務局より説明をお願いします。

続きまして、定置漁業免許申請について説明します。

資料の１９ページをご覧ください。

まず、北定計第１号は、平戸市漁協所属の有限会社度島水産から免許申請があって

おり、公示された期間内に免許申請がなされており、必要な書類が提出されておりま

す。

続きまして、北定計第２号は生月漁協から免許申請があっており、公示された期間内

に免許申請がなされており、必要な書類が提出されております。

組合総会には正組合員数の２分の１以上が出席し、漁業権の取得に関する正組合

員の議決数が出席正組合員数の３分の２を超えていること

当該定置漁業に常時従事する者の３分の１以上が、当該漁協の組合員等であること

組合が定置漁業を自営することについて定款に規定があること等、法的に必要な要

件を満たしています。

なお、ただいま申し上げた件につきましては、次に説明する北定計第３号以降のす
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会長

各委員

会長

各委員

会長

会長

べての申請についても同様に要件を満たしておりましたので、今後の説明では申請者

単位で、漁場計画番号及び申請者の氏名のみ読み上げさせていただき、申請者毎に

まとめて審議していただきたいと思います。

続きまして、北定計第３から４号は、生月漁協から免許申請がありました。

北定計第５号は、生月漁協及び舘浦漁協から共同で免許申請がありました。

北定計第６号は、舘浦漁協から免許申請がありました。

北定計第７号は、宇久小値賀漁協から免許申請がありました。

北定計第８号は、箱崎漁協から免許申請がありました。

以上、県北海区において免許申請がなされた定置漁業８件の説明を終了します。

定置漁業権免許申請について説明が終了しましたが、何か質問等ございませんか。

ありません。

ほかにご質問等もないようですので、関係漁協毎に答申を決定します。

まずは平戸市漁協関係分、北定計第１号について、諮問原案どおり免許することにご

異議ございませんか。

異議なし

北定計第１号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、生月漁協関係分、北定計第２から４号について、諮問原案どおり免許することに
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各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

ご異議ございませんか。

異議なし

北定計第２から４号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申するこ

とを決定します。

次に、生月、舘浦漁協関係分、北定計第５号について、諮問原案どおり免許することに

ご異議ございませんか。

異議なし

北定計第５号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、舘浦漁協関係分、北定計第６号について、諮問原案どおり免許することにご異

議ございませんか。

異議なし

北定計第６号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、宇久小値賀漁協関係分、北定計第７号について、諮問原案どおり免許すること

にご異議ございませんか。
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各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

会長

異議なし

北定計第７号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

次に、箱崎漁協関係分、北定計第８号について、諮問原案どおり免許することにご異

議ございませんか。

異議なし

北定計第８号については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申することを決

定します。

以上で定置漁業権の免許申請にかかる審議及び答申決定を終了します。

ここで１０分間の休憩といたします。午後２時４５分から再開いたします。

＜１４時３５分 休会＞
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会長

事務局

＜１４時５０分 再開＞

委員会を再開します。区画漁業権の免許申請について、事務局より説明をお願いし

ます

区画漁業免許申請について説明します。

資料２１ページの免許審査表に基づき説明させていただきます。

まず、佐世保市相浦漁協、佐世保市漁協管内です。

北区計第５００号、第１種藻類養殖業に対し、佐世保市相浦漁協と佐世保市漁協から

共同申請があっており、免許申請に必要な書類、申請に至る手続きや、総会における

正組合員の議決数が出席正組合員の３分の２を超えていること、また地元地区におけ

る当該漁業者の世帯数など法的に必要な要件を満たしております。

次の北区計第５０１号以降のすべての申請についても、いずれも、漁業法等関連する

法的要件は満たしております。

つきましては、免許審査表に沿って、漁場計画番号、漁業種類及び申請者名を読み

上げさせていただきます。

北区計第５０１から５０６号は組合が管理する団体漁業権の第１種藻類養殖業、

１０００から１０２５号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

２０００から２０３０、２０３２から２０３４号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

８００、８０１号は第１種藻類養殖業、

２５００号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

以上、申請者は佐世保市相浦漁協、佐世保市漁協です。

北区計第３０００から３００８、３０２７、３０２９、３０３０号は株式会社ＴＡＳＡＫＩから第１種真

珠養殖業、

３００９から３０１１号は松田真珠有限会社から第１種真珠養殖業、

３０１２、３０１６から３０２１、３０２３、３５００から３５０２号は有限会社佐世保真珠から第１種
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真珠養殖業、

３０１３、３０１４号は亀岳真珠有限会社から第１種真珠養殖業、

３０１５号は丸宣真珠有限会社から第１種真珠養殖業、

３０２２、３０２４から３０２６号は金子真珠養殖株式会社から第１種真珠養殖業、

３０２８号は有限会社平尾真珠から第１種真珠養殖業、

４５００、４５０１号は有限会社あこや真珠養殖所から第１種あこや貝垂下式養殖業で

す。

以上、佐世保市相浦漁協と佐世保市漁協の共同申請として団体漁業権７０件、個別漁

業権として真珠養殖業３３件、あこや貝養殖業２件、計１０５件の免許申請があっており

ます。

続いて、佐世保市相浦漁協管内です。資料は３０ページです。

北区計第５０７、５０８号は第１種藻類養殖業、

１０２６、１０２７号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、１３００から１３０２号は

第１種くろまぐろ小割式養殖業、

１５００号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

以上、申請者は佐世保市相浦漁協です。

北区計第４０００号は有限会社佐世保真珠から第１種あこや貝垂下式養殖業、

４５０２、４５０３号は有限会社あこや真珠養殖所から第１種あこや貝垂下式養殖業で

す。

以上、佐世保市相浦漁協からの申請として団体漁業権８件、個別漁業権としてあこや

貝養殖業３件、計１１件の免許申請があっております。

続いて、九十九島漁協管内です。資料は３０ページ下の方からになります。

北区計第１０２８から１０４１、１０４３から１０５７号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐ

ろを除く）、
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２０３５から２０３９号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

４００３から４００７号は第１種あこや貝垂下式養殖業、

１５０１から１５０３号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）

２５０１号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

以上、申請者は九十九島漁協です。

北区計第１００号は新立秀利から第２種魚類網仕切式養殖業（くろまぐろを除く）、

１０４２号は金子産業株式会社から第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

３０１９、３０３１、３０３６、３０３８号は有限会社平尾真珠から第１種真珠養殖業、

３０３２から３０３５、３０３７、３０３９、３０４０、３０４２、３５０３、３５０４号は金子真珠養殖株式

会社から第１種真珠養殖業、

３０４１号は金子伸一から第１種真珠養殖業、

３０４３から３０４６、３０５０、３０５１号は有限会社岩永真珠から第１種真珠養殖業、

３０４７、３０５７、３０６１、３０６２、３０６８、３５０７、３５１２号は東洋真珠有限会社から第１種

真珠養殖業、

３０４８、３０５３、３０６３、３０６４号は鹿町真珠株式会社から第１種真珠養殖業、

３０４９、３０５２、３０６６、３５０５、３５１０号は深江真珠有限会社から第１種真珠養殖業、

３０５４、３０５９、３０６０、３０６５号は有限会社川口真珠から第１種真珠養殖業、

３０５５、３０５６、３０５８、３５０８、３５１１号は伊藤真珠養殖有限会社から第１種真珠養殖

業、

３０６７号は伊藤真珠養殖有限会社他１名から第１種真珠養殖業、

３０６９から３０７５、３５１３、３５１４号は有限会社溝口真珠から第１種真珠養殖業、

４００１、４５０４号は金子真珠養殖株式会社から第１種あこや貝垂下式養殖業、

４００２号は有限会社佐世保真珠から第１種あこや貝垂下式養殖業、

３５０６、３５０９号は有限会社佐世保真珠から第１種真珠養殖業、

です。

以上、九十九島漁協からの申請として団体漁業権４３件、個別漁業権として魚類網仕
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切養殖業１件、魚類小割式養殖業１件、真珠養殖業５８件、あこや貝養殖業３件、  

計１０６件の免許申請があっております。

続いて、新松浦漁協管内です。資料は３５ページの最後の行からです。

北区計第５０９から５１１号は第１種藻類養殖業、

１０５８から１０８３号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、１３０３から１３０７号

は第１種くろまぐろ小割式養殖業、

２０４０、２０４１、２０４３号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

１３０８号は第１種くろまぐろ小割式養殖業です。

北共第１１０、１１１号は組合自営の第２種介類築堤式養殖業、

以上、申請者は新松浦漁協で、団体漁業権として３８件、個別漁業権として組合自営

の介類築堤式養殖業２件、計４０件の免許申請があっています。

なお、北区計第５１２、２０４２、２０４４、２０４５号については、免許申請がありませんでし

た。

続いて、大島村漁協管内です。資料は３８ページです。

北区計第５１３から５１５号は第１種藻類養殖業、

１０８４から１０８６号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

２０４６、２０４７号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

以上、申請者は大島村漁協で団体漁業権として８件の免許申請があっております。

続いて、平戸市漁協管内です。資料は３８ページの真ん中からです。

北区計第５１６号は第１種藻類養殖業、

１０８７から１０９４号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

２０４８から２０５０号および２０５２、２０５３号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除

く）、
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２０５１号は組合自営の第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

以上、申請者は平戸市漁協です。

北区計第３０７６から３０７８号は有限会社日貿真珠養殖所から第１種真珠養殖業です。

以上、団体漁業権として１４件、個別漁業権として真珠養殖業３件、組合自営の介類垂

下式養殖業１件、計１８件の申請があっております。

続いて、志々伎漁協管内です。資料は３９ページからです。

北区計第１０９５から１０９７、１０９９、１１００号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを

除く）、

２０５５から２０５８号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

２３００号は第１種介類小割式養殖業、

以上、申請者は志々伎漁協です。

北区計第３０７９、３５１５、３５１６号は有限会社山崎真珠から第１種真珠養殖業です。

以上、団体漁業権として１０件、個別漁業権として真珠養殖業３件、計１３件の申請があ

っております。

なお、北区計第１０９８、２０５４、４００８号については、免許申請がありませんでした。

続いて、中野漁協管内です。資料は４０ページ上の方です。

北区計第１１０１、１１０２号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、１３０９、

１３１０号は第１種くろまぐろ小割式養殖業、２８００から２８０２号は第１種介類垂下式養

殖業（あこや貝を除く）、

以上、申請者は中野漁協です。

北区計第３０８０号は有限会社太平真珠外３名から第１種真珠養殖業、

北区計第３０８１号は深江真珠有限会社外１名から第１種真珠養殖業、

北区計第３０８２号は有限会社山崎真珠外３名から第１種真珠養殖業、

北区計第４００９号は有限会社太平真珠から第１種あこや貝垂下式養殖業、
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以上、団体漁業権として７件、個別漁業権として真珠養殖業３件、あこや貝養殖業１

件、計１１件の申請があっております。

続いて、生月漁協管内です。資料は４０ページの一番下です。

北区計第２０５９号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

北区計第１１０３号は組合自営の第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

以上、申請者は生月漁協で、団体漁業権として１件、個別漁業権として組合自営の魚

類小割式養殖業１件、計２件の申請があっております。

続いて、宇久小値賀漁協管内です。資料は４１ページ上の方です。

北区計第５２１、５２２号は第１種藻類養殖業、

１１０４号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

１３１１号は第１種くろまぐろ小割式養殖業、

以上、申請者は宇久小値賀漁協で、団体漁業権として４件の申請があっております。

以上が県北振興局管内分となります。

続いて、壱岐振興局管内分の箱崎漁協管内です。

北区計第５２５号は第１種藻類養殖業、１１０７号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろ

を除く）、２０６０号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

１１０５、１１０６号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

以上、申請者は箱崎漁協で、団体漁業権として３件、個別漁業権として組合自営２件、

計５件の申請があっております。

続いて、壱岐東部漁協管内です。

北区計第５２６号は第１種藻類養殖業、
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５２８から５３１号は第１種藻類養殖業、

２０６１号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、

４０１０から４０１２号は第１種あこや貝垂下式養殖業、

５２７号は組合自営の第１種藻類養殖業、

２０６２号は組合自営の第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、以上、申請者は壱

岐東部漁協です。

北区計第３０８３号は株式会社海淋（かいりん）真珠から第１種真珠養殖業です。

以上、団体漁業権として９件、個別漁業権として真珠養殖業１件、組合自営２件、計１２

件の申請があっています。

続いて、石田町漁協管内です。

北区計第５３２から５３５号は第１種藻類養殖業、

１１０８、１１０９号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

以上、申請者は石田町漁協です。

北区計第３０８４号は山本真珠有限会社から第１種真珠養殖業、３０８５号は有限会社

山内真珠から第１種真珠養殖業、

４０１３号は有限会社山内真珠から第１種あこや貝垂下式養殖業、

以上、団体漁業権として６件、個別漁業権として真珠養殖業２件、あこや貝養殖業１

件、計９件の申請があっております。

なお、北区計第２０６３号については、免許申請がありませんでした。

続いて、郷ノ浦町漁協管内です。

北区計第５３６から５３８号は第１種藻類養殖業、

１１１０から１１１６号は第１種魚類小割式養殖業（くろまぐろを除く）、

１３１２号は第１種くろまぐろ小割式養殖業、

２０６４から２０７２号は第１種介類垂下式養殖業（あこや貝を除く）、
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会長

各委員

会長

４０２１号は第１種あこや貝垂下式養殖業、

以上、申請者は郷ノ浦町漁協です。

北区計第３０８６から３０８８号は有限会社山内真珠から第１種真珠養殖業、

３０８９から３０９４号は株式会社上村真珠から第１種真珠養殖業、３０９５から３０９８号は

金子真珠養殖株式会社から第１種真珠養殖業、

４０１４号は有限会社山内真珠から第１種あこや貝垂下式養殖業、４０１５から４０２０号

は株式会社上村真珠から第１種あこや貝垂下式養殖業、

以上、団体漁業権として２１件、個別漁業権として真珠養殖１３件、あこや貝養殖７件、

計４１件の申請があっております。

最後に勝本町漁協管内です。

北区計第５３９、５４０号は第１種藻類養殖業、

２３０１号は第１種介類小割式養殖業、

４０２２、４０２３号は第１種あこや貝垂下式養殖業、

以上、申請者は勝本町漁協です。

３０９９から３１０１、３５１７号は金子真珠養殖株式会社から第１種真珠養殖業、

以上、団体漁業権として５件、個別漁業権として真珠養殖４件、計９件の申請があって

おります。

以上、県北部海区において免許申請がなされた ３９４件の説明を終了いたします。

区画漁業権免許申請について説明が終了しましたが、何か質問等ございませんか。

ありません。

ほかにご質問等もないようですので、関係漁協毎に答申を決定します。
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各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

まずは佐世保市相浦、佐世保市漁協関係分、北区計第５００号以下１０５件について、

諮問原案どおり免許することにご異議ございませんか。

異議なし

佐世保市相浦、佐世保市漁協関係分の１０５件については、諮問原案どおり免許し

て差し支えない旨答申することを決定します。

次に、佐世保市相浦漁協関係分、北区計第５０７号以下１１件について、諮問原案どお

り免許することにご異議ございませんか。

異議なし

佐世保市相浦漁協関係分の１１件については、諮問原案どおり免許して差し支えな

い旨答申することを決定します。

次に、九十九島漁協関係分、北区計第１０２８号以下１０６件について、諮問原案どおり

免許することにご異議ございませんか。

異議なし

九十九島漁協関係分の１０６件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨

答申することを決定します。

次に、新松浦漁協関係分、北区計第５０９号以下４０件について、諮問原案どおり免許
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会長

各委員

会長

会長

各委員

会長

会長

することにご異議ございませんか。

異議なし

新松浦漁協関係分の４０件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答

申することを決定します。

次に、大島村漁協関係分、北区計第５１３号以下８件について、諮問原案どおり免許す

ることにご異議ございませんか。

異議なし

大島村漁協関係分の８件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申

することを決定します。

次に、平戸市漁協関係分、北区計第５１６号以下１８件について、諮問原案どおり免許

することにご異議ございませんか。

異議なし

平戸市漁協関係分の１８件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答

申することを決定します。

次に、志々伎漁協関係分、北区計第１０９５号以下１３件について、諮問原案どおり免

許することにご異議ございませんか。
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会長

会長
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異議なし

志々伎漁協関係分の１３件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答

申することを決定します。

次に、中野漁協関係分、北区計第１１０１号以下１１件について、諮問原案どおり免許

することにご異議ございませんか。

異議なし

中野漁協関係分の１１件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申

することを決定します。

次に、生月漁協関係分、北区計第２０５９号以下２件について、諮問原案どおり免許す

ることにご異議ございませんか。

異議なし

生月漁協関係分の２件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申す

ることを決定します。

次に、宇久小値賀漁協関係分、北区計第５２１号以下４件について、諮問原案どおり免

許することにご異議ございませんか。

異議なし
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宇久小値賀漁協関係分の４件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨

答申することを決定します。

次に、箱崎漁協関係分、北区計第５２５号以下５件について、諮問原案どおり免許する

ことにご異議ございませんか。

異議なし

箱崎漁協関係分の５件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申す

ることを決定します。

次に、壱岐東部漁協関係分、北区計第５２６号以下１２件について、諮問原案どおり免

許することにご異議ございませんか。

異議なし

壱岐東部漁協関係分の１２件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨

答申することを決定します。

次に、石田町漁協関係分、北区計第５３２号以下９件について、諮問原案どおり免許す

ることにご異議ございませんか。

異議なし

石田町漁協関係分の９件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申

することを決定します。
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会長

片岡委員

次に、郷ノ浦町漁協関係分、北区計第５３６号以下４１件について、諮問原案どおり免

許することにご異議ございませんか。

異議なし

郷ノ浦町漁協関係分の４１件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答

申することを決定します。

次に、勝本町漁協関係分、北区計第５３９号以下９件について、諮問原案どおり免許す

ることにご異議ございませんか。

異議なし

勝本町漁協関係分の９件については、諮問原案どおり免許して差し支えない旨答申

することを決定します。

以上で区画漁業権の免許申請にかかる審議及び答申決定を終了します。これをもち

まして、第２号議案を終了します。

佐世保市漁協関係分、ＴＡＳＡＫＩの漁場に関しては異議があります。以前から漁場で

の汚泥垂れ流しがあり、県に対しても指導改善をお願いし、ＴＡＳＡＫＩに対しても申し

入れをしているが回答がありません。

現状、近隣の養殖業者が引っ越しを余儀なくされました。そういう状況の中、佐世保市

漁協としては資料に載っていること自体許せません。
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髙平委員

会長

本日の諮問内容は、法律７２条の適格性の審査になります。適格性審査となれば、

個別漁業権については、漁業または労働に関する法令の遵守することが見込まれない

ことや暴力団関係者でないかなどを審査します。審査表においては、免許の適格性に

関する申立書などをチェックする内容になります。したがって適格性が無いものには該

当しません。

これまでＴＡＳＡＫＩが養殖業を続けてきていますが、佐世保市漁協からも県は相談を

受けており、うまく漁場環境上の課題を解決できないか話をしていました。

佐世保市漁協および佐世保市相浦漁協とＴＡＳＡＫＩが契約書的なものを締結しており

ますが、その契約書の中で漁場環境のトラブルを防止するための措置を講じられない

かということを提案してきました。３月の漁業調整委員会で漁場計画について諮問して

いて、その際、意見を言う場を設けたうえで漁場計画をたてました。今回の漁業調整委

員会では適格性の審査の段階であり、今の段階で漁場環境上のトラブルを理由に不

免許にすることは難しいと考えております。

正直、内容がよく分からないので、最初から段階を分かりやすく説明してもらわないと良

いとも悪いとも分かりません。ＴＡＳＡＫＩに漁業権を行使させないと言っているのでしょ

う。

いいえ。今の状況で返答が一切ないので、言っています。県から指導を受けたのかどう

なったかの返答もなく、ＴＡＳＡＫＩからも特に返答はありません。今の状況だと周りの養

殖業者が迷惑をこうむってしまいます。

どういうことで迷惑を受けているのですか。

聞いた話であるが、高圧洗浄機で洗う際に濁りなどが出て、魚が死んだりしてしまうから

どうにかして欲しいということらしいです。事務局が言ったように、法的に法的にと言って
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会長

片岡委員

会長

もどうしようもないのではないですか。昔からずっとやってきた人との話し合いで解決し

ないといけない。法律で解決するものではなく、ここは共同漁業権を持っている漁協に

権利があると思います。皆さんどう思いますか。

うちの真珠養殖業者は海上で処理をしています。絶対に濁りを出さないように、ごみは

全部持ち帰るように指導して、そうしないと次から免許はしないと言っています。漁協が

単独で管理しないことには根拠がないと思います。漁協が漁場を貸している訳だから、

漁協が管理するように指導するのが筋だと思います。

先ほど浦田委員が言ったように漁協が管理しているので、漁協に迷惑かけないように

するのが筋だと思います。ＴＡＳＡＫＩと関係漁協との話し合いをしないことには法的法

的と言ったって何にもならないと私は思います。皆さんどうですか。個人が迷惑をかけ

てもいいですか。

以前から話をしていました。法律も変わりましたし、こちらも働きかけをしながらどうしよう

もないことがありました。佐世保市漁協として県に対して相談して、指導改善をお願いし

ていましたが進展がありません。審査の段階にきているとさっき県がおっしゃいました

が、審査の段階なので今しか言えないと考えています。今までは調整していただいて

いる、返答があると思いつつ待っていたが、一切そういうところがありません。タイの養

殖がＴＡＳＡＫＩの漁場から数十メートルも離れていないところで行われています。そこで

少し広げられて、そこがあまりにも汚水汚泥を流されるので近隣の漁師は、引っ越しを

してしまいました。それを含めて県の方にもＴＡＳＡＫＩ自身にも話をしたが、県からもＴＡ

ＳＡＫＩからも一切未だに返答を貰っていません。この段階で今、異議を申し立てない

と、異議をいえる場所、タイミングが無いのでここで話をしました。

このことに対しては、当初、「異議なし」として通りましたが、県が中に入り話し合いをして
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豊増委員

事務局

豊増委員

から答申すべきではないですか。

答申の仕方についてはどのようにしましょうか。

県が考えるべきです。前から言っているでしょう。

このようなもめごとについては県が中に入り、話し合いをして漁業者が納得するようにし

て免許しないと、このような問題が多々起こると思います。なぜならば令和２年の法改正

があり、利用していない漁場には企業でも参入できるようになり、こういう問題が出てき

ています。なんでも法的法的と言えば法律が分からない人は泣き寝入りしないといけな

くなってしまいます。このことはいかに漁業者が安心して漁を出来るようにするかであ

り、企業の問題ではありません。これまで日本を守ってきたのは農業、漁業の一次産業

です。問題になっている件については、調整がついた後に答申するということで皆さん

いかがですか。

そうですね。漁業者も困っているからですね。すんなり通すことはおかしいと思います。

漁協に同意も無しに個人の業者からの申請を受け付けること自体がおかしいと思いま

す。漁協の同意を貰って申請していると思っていました。

それについて説明します。

説明は結構です。山中会長がいつも言っているように漁業法の改正から漁協を潰すよ

うなことをされています。組合が無いと行政もやっていけないですよ。個人だけでは漁

業経営は成り立たないので、もう少し漁協を大事にするようにしないといけないと思いま

す。
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通常、養殖するにあたり正組合員になって漁業権の中で仕事が出来ます。一方で、真

珠養殖は個人免許であって、県から直接免許を受けて（漁場代を払って）養殖を行うこ

とができます。なぜ、真珠養殖が優遇されているのですか。最初は真珠養殖をしていた

者とは別の者が徐々に養殖するようになってきています。県が免許しているのだから、

調整は県がしないといけないのではないですか。漁協ではどうしようもありません。

真珠養殖は、戦前あるいは戦後から免許制度があり、当時から企業である真珠業者に

直接免許されている経緯があります。後に他の養殖も区画漁業権として免許するように

なり、それらが団体漁業権となりました。従来から真珠養殖については漁協からの同意

がないまま免許がされていました。

都合の良いところだけ法改正していると、漁業者が一番困る。国や県は自分たちの都

合の良いようにしているように思えます。

トラブルがあるということは、漁業者の不平不満があるということではないですか。昔から

していたと言っても、実際に問題が生じているのだから、きちんと解決すべきです。

真珠漁場についても漁協の同意を受けたうえで申請をすべきということですか。

これまでは、トラブルが生じていなかったからそれでよかったが、トラブルがあるというこ

とは変えるべきではないか。今まで何十年もこのままだから難しいという話であるが、実

際トラブルがあり困っていて、県がその申請を受け付けているわけだから、何か改善で

きないのですか。ずっとこの状態なのですか。

適切かつ有効に使われている場合は、免許をするシステムとなっています。
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適切かつ有効に使われているかどうかには近隣トラブルや漁場紛争も入ってくるので、

現在、この状態であれば適切かつ有効に使われていないと思います。前回、佐世保市

漁協に来られた際にも話をしたはずです。ＴＡＳＡＫＩに養殖をやめてほしいということで

はなく、きちんとして欲しいということです。県の指導もしてもらっているか分からないが

結果が返ってきておらず、ＴＡＳＡＫＩからも音沙汰がない状況です。この状況で、免許

の更新の審査のタイミングで話をしないといけないと思いました。適切かつ有効に使わ

れているという根拠がないです。

漁協と業者が話し合いをするようにして、それを徹底する文書を作らせて県が検討する

必要があると思います。

県は指導をしているのか、またＴＡＳＡＫＩから回答があっているのかについてはどうで

すか。免許は問題ないと考え、出しているのですか。

免許を出すために諮問が来ているので、諮問に対して反対となれば免許出さないので

しょう。

佐世保市漁協、佐世保市相浦漁協関係１０５件について答申するかしないかということ

を話しています。県との調整、関係漁協との調整がつかないことには答申する必要は

ないと思います。どうですか皆さん。

はい。

そうしないことには、なし崩しに、法的法的と何の法でこういうことになっているのです

か。関係漁協と話し合いがつくまで、保留にしましょうか。
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各委員

事務局

会長

各委員

事務局

会長

事務局

会長

各委員

会長

はい。異議なし。

他の部分についてはどうしましょうか。

協議が整えば皆さんを集めます。漁協もこれならやってよいという、漁協の言い分を聞

いてもらうということでどうですか。

はい。

手続き上の話になります。

法的に言ってもできない。現実にその文書のとおりできるなら委員会はいらないではな

いですか。みなさんと丸く収めるために、皆さん委員会に集まってくれている。そうでな

ければ法的に解決できない問題がでてきたときには、我々諮問機関でないと話し合い

が出来ないから委員会を開いたのでしょう。

もう一度漁業調整委員会を開かないといけません。

いいですよ。皆さんが納得してくれればいいですよ。皆さんどうですか。

はい。

関係漁協との話し合いが終わり次第、いつになるか分かりませんが、調整委員会をもう

一度開催するということで、皆さんよろしいですか。
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各委員

事務局長

各委員

事務局長

豊増委員

事務局

髙平委員

事務局

片岡委員

髙平委員

はい。

確認します。佐世保市相浦、佐世保市漁協関係分５００号以下１０５件の部分のみを保

留するということですか。

ＴＡＳＡＫＩの分のみ。

佐世保市相浦、佐世保市漁協関係分のうちＴＡＳＡＫＩ分を保留ということですか。

聞きたいことがあります。ＴＡＳＡＫＩに対して汚泥を流さないでくださいという指導をした

のですか。

現場での事実は確認していません。

さっきまで適切にと言っていたではないですか。汚泥を流していても適切なのですか。

昨年の３月以降の段階で適切かつ有効にというチェックを行い問題がなかったため、

11 月にパブリックコメントを出して何も意見がなかったので、今年３月の漁業調整委員

会で漁場計画案を立てる諮問を行い、その際も問題がなかったため漁場計画を立てま

した。

そのつど、問題があると話をしています。どこを、いつ、なにを見たか分かりませんが、

継続してずっと話をしている中で、今に至っているので、意見を言っています。

なぜ漁業者側と意見がかみ合わないのですか。
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片岡委員

豊増委員

片岡委員

会長

事務局

会長

各委員

会長

うちの漁業者は全員知っていることです。濁りがあまりにもひどすぎます。真珠養殖業

者さん、気を遣ってくれるところはみなさんいらっしゃる。ＴＡＳＡＫＩはあまりにもひどくて

こういう状況になっています。今、最終段階なので、今日意見を言っているのです。

漁協を潰されるようなことに対してはもう少し強く言わないといけません。

迷惑をかけないという条件が付けば、佐世保市漁協も納得する。

適切かつ有効に利用されているかと言えばされていないので、そこをすり合わせして、

しっかりやっていただけるのであれば、問題は無いです。現状きちんとしていただけな

いし、その結果が全く県からも来ていないので、結果をまず頂きたい。周りの漁師さん

たちが迷惑をうけています。漁協からは取り消しなどを出来る立場ではないため、その

立場がある県に相談とお願いしています。しかし、こちらに全く返ってきていません。

適切ではないと佐世保市漁協は思っています。

事務局。先ほどのＴＡＳＡＫＩは何番ですか。

別添２の３ページの４５０１号。有限会社あこや真珠養殖所。ＴＡＳＡＫＩ関連会社です。

迷惑を受けていると言われている漁場は１００３号です。

ＴＡＳＡＫＩの分は保留し、それ以外は答申することで良いですか。ＴＡＳＡＫＩの分は再

度委員会を開くということで良いですか。

はい。

漁協が納得したらいいです。次の機会に委員会で答申するということでいいですね。
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各委員

会長

各委員

会長

事務局

会長

はい。

これをもちまして、第２号議案を終了します。

続きまして、その他について何かありませんか。

なし。

事務局から何かありますか。

先ほどの件について、しっかり言ってください。

次回は速やかに調整後、４５０１号関連で改めて開催しますのでよろしくお願いします。

その後、１０月頃に資源管理関係で調整委員会を開く予定があります。

他にご意見もありませんので、これをもちまして第２９５回長崎県北部海区漁業調整委

員会を閉会します。

ご審議、ありがとうございました。

＜閉  会＞

閉 会  １６：００
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以上の議事に顛末を記載し、これと相違ないことを証するため、会長は、議事録署名人とともに

押印する。

会      長                         印

                  議事録署名人                         印

                  議事録署名人                         印


